
令和７年度茨城県観光パンフレット作成等業務の公募に係る説明書 

 

令和７年６月２日に公告した標記委託業務に係る公募型プロポーザルの執行及び契約の締結に

あたり、必要な手続き等については関係法令によるほか、この説明書によるものとする。 

 

１ 委託業務の概要 

（１）委 託 業 務 名  令和７年度茨城県観光パンフレット作成等業務 

（２）委託業務の目的  茨城県の観光資源などを紹介する観光パンフレット「いばらきタビノス

スメ」について、茨城デスティネーションキャンペーン（以下 DC）で生

まれた新コンテンツを踏まえた新しい観光パンフレットとして一新し、

県内外で開催される街頭キャンペーンや全国の旅行会社などへの PR に

活用することで本県への観光誘客に繋げる。 

（※）DC コンセプト 

・「アウトドア」、「食」、「新たな旅のスタイル」を柱として「体験王国いばらき」をキャッ

チコピーに掲げ全国から誘客を推進する 

 

 

（３）委託業務の内容  令和７年度茨城県観光パンフレット作成等業務委託仕様書のとおり 

（４）委 託 期 間  契約締結の日から令和７年９月30日（火）まで 

（５）見 積 限 度 額  金 3,800,000 円（消費税及び地方消費税額 345,455 円を含む）以内 

            なお、この金額は事業の規模を指示するものであり、予定価格を示すも

のではないことに留意してください。 

 

２ 参加者の資格に関する事項 

以下のすべての要件を満たすこと。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「政令」という。）第１６７ 条の４第１

項の規定に該当していない者であること。 

（２）政令第１６７ 条の４第２項の規定に基づく茨城県の入札参加の制限を受けていない者であ

ること。 

（３）茨城県物品調達等競争入札参加者資格審査要項（平成８年茨城県告示第２５４号）に基づく

競争入札参加資格があること。ただし、茨城県物品調達等登録業者指名停止基準に基づく、指

名停止の措置を受けている者でないこと。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者

又は民事再生法(平成１１年法律第２２５号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている

者でないこと。 

（５）茨城県暴力団排除条例（平成２２年茨城県条例第３６号）第２条第１号又は同条第３号に規

定する者でないこと。 

 

３ 企画提案書の提出手続き 

（１） 提出先 

担当部局  いばらき観光キャンペーン推進協議会事務局 

（茨城県営業戦略部観光誘客課 国内誘客グループ 担当：平山） 

           〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番６ 



         電 話 029-301-3632（直通） 

         メールアドレス kokusaikanko1@pref.ibaraki.lg.jp 

（２）提出物 
①企画提案書 

企画提案書には、事業計画及び次のア～カの内容を盛り込むこと。 

     ア 表紙・裏表紙デザイン案 

     イ 年間カレンダー案 

ウ 周遊・エリア別ページ案 

     エ 道の駅紹介ページ案 

     オ アクティビティ・体験紹介ページ案 

     カ 宿の紹介ページ案 

   ②見積書 

積算基礎（デザイン・制作費、取材費）が明確な経費見積額（消費税等額を含む）を提出 
すること。 

   ③会社概要 
   ④委託事業に係る過去の実績 
   ⑤企画提案提出書（様式第 1 号） 

   ⑥資格要件に係る申立書（様式第２号） 

 
（３）提出書類の作成及び部数 

・①と②については、無記名のもの（社名部分を隠したもの）を５部、社名を記載したもの

を１部提出すること。 
・③～⑥については１部提出すること。 

（４）提出期限  令和７年６月 16 日（月）午後４時必着  

（５）提出方法  持参又は送付（送付記録が残るもの）に限る。 

（６）提 出 先  上記（１）の担当部局に同じ。 

（７）参加報酬  企画書作成にあたっての報酬は無報酬とし、各参加者が経費を負担する。 

 

４ 審査方法及び評価項目 

  ・選定方法は、公募型プロポーザル方式とする。 
  ・審査は、企画提案書をいばらき観光キャンペーン推進協議会が設置した審査委員会において

行い、別途定める評価基準に基づき総合的に審査し、最適業者を選定する。 
  ・採用･不採用は審査委員会終了後に通知する。 
  ・審査の内容については、一切公開しない。 
  ・結果についての審議申し立ては一切認めない。 

 

５ 説明書の内容に関する質問 

（１）質問の受付 

  本説明書の内容に関する質問等については、簡易なものを除き、質問書（様式第３号）を担当

部局へ電子メールにて提出してください。 

質問受付期限       令和７年６月９日（月）午後４時（必着） 

（２）質問に対する回答 

  質問に対する回答は、質問者に回答するとともに、競争上の地位その他正当な利害を害するお



それのあるものを除き、茨城県公式観光情報ホームページ「観光いばらき」上で公開します。 

質問に対する回答公開日  令和７年６月 11 日（水）午後３時（予定） 

 

６ その他留意事項 

（１）書類等の作成に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

（２）企画提案書の作成及び提出に関する費用は、提出者の負担とする。なお、提出された企 

画提案書等は返却しない。 

（３）企画提案書に虚偽の記載をした場合は、企画提案書を無効にするとともに、不利益処分

を行うことがある。 

（４）提出期限後の提出書類の変更、差し替え又は再提出は認めない。 

（５）採択された企画提案書の著作権はいばらき観光キャンペーン推進協議会と受託者が共同

で保有する。 

（６）企画提案の審査は提出された内容に基づいて行うが、採用決定後、必要に応じて提案さ

れた内容を変更する場合がある。 

（７）契約書作成の要否 要 

（８）その他詳細については説明書による。 



（様式第１号）  

企 画 提 案 提 出 書 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

いばらき観光キャンペーン推進協議会 

会長 大井川 和彦 殿 

 

 

所  在  地 

商号又は名称 

代表者職氏名                  

 

 

この事業を受託したいので、別添のとおり関係書類を提出します。 

 

 

記載責任者及び連絡先 

 

（ ふ り が な ） 

氏 名 

 

担 当 部 署 
 

電 話 番 号 
 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 
 

Ｅメールアドレス 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第２号） 

資 格 要 件 に 係 る 申 立 書 

 

 

令和  年  月  日 

 

  いばらき観光キャンペーン推進協議会 

会長 大井川 和彦 殿 

 

 

所  在  地 

商号又は名称 

代表者職氏名                  

 

 いばらき観光キャンペーン推進協議会が実施する「令和７年度茨城県観光パンフレット作成等業

務委託」の企画提案競争の参加に要求される下記の資格要件をすべて満たしていることを申し立て

ます。 

 

記 

 

１ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「政令」という。）第１６７ 条の４第１項

の規定に該当していない者であること。 

 

２ 政令第１６７ 条の４第２項の規定に基づく茨城県の入札参加の制限を受けていない者で

あること。 

 

３ 茨城県物品調達等競争入札参加者資格審査要項（平成８年茨城県告示第 254 号）に基づく

競争入札参加資格があること。ただし、茨城県物品調達等登録業者指名停止基準に基づく、

指名停止の措置を受けている者でないこと。 

 

４ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている

者又は民事再生法(平成１１年法律第２２５号)に基づき再生手続開始の申立てがなされてい

る者でないこと。 

 

５ 茨城県暴力団排除条例（平成２２年茨城県条例第３６号）第２条第１号又は同条第３号に規定

する者でないこと。 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第３号） 

 

いばらき観光キャンペーン推進協議会事務局 

（茨城県営業戦略部観光誘客課 国内誘客グループ 担当：平山） 

ＴＥＬ ０２９－３０１－３６３２ 

メールアドレス kokusaikanko1@pref.ibaraki.lg.jp 

 

質 問 書 

 

業 務 名 令和７年度茨城県観光パンフレット作成等業務 

質 
 

問 
 

者 

所  属 
 

 

氏  名 
 

 

連絡先 

（電話・FAX・e-mail） 

 

 

 

質 
 

問 
 

内 
 

容 

 

 


